
 

区　分

平日（月曜～金曜）
７:００～１９：００

上記以外の時間帯
および土・日

祝日・ 年末年始

　＊センターでは アドバイザー が 登録・援助の相談・依頼受付・紹介・調整・連絡などを行います。

※この事業は国や県から補助を受けて幸手市が運営しています。

金　額 ※ 援助が30分に満たない場合も30分の金額になります。

※ 兄弟で預ける場合は、２人目から半額とします。

※ 車を使用しての援助は、1回につき＋200円です。

※ 協力会員が用意した食事・おやつ・オムツ代は実費を

支払っていただきます。

３０分 ３５０円

３０分 ４５０円

ファミリー・サポート・センター

幸手市

会員の種類
依頼会員 ･･･ 子育てを手助けして欲しい人

（小学校６年生までの子どもを持つ幸手市在住・在勤の方）

協力会員 ･･･ 幸手市在住の子育てを手助けしたい人

（２０歳以上の方で資格・経験は問いません）

両方会員 ･･･ 依頼と協力の両方を兼ねる人

会員登録

＊ 会員登録はセンターに直接来所して手続きをしてください。

＊ 登録料・会費はいりません。

＊ センターが実施する講習を受講していただきます。（対象：協力会員、両方会員）

＊ ファミリー・サポート・センター補償保険に加入します。（会員の方の保険料負担は、ありません）

援助料金

依頼・紹介

ファミリー・サポート・センターとは

「子育ての手助けを受けたい」人と「子育ての手助けができる」人が会員になって行う

地域の 『 子育て相互援助活動 』 の組織です。 有償のボランティアです。

R５.4～Ｒ6.３の

手助け件数 1186件

Ｒ６.３末の

登録会員数合計 753名



自分のできる事を、

自分のペースで手助け

して下さい。

断ることも出来ます。

【お申込み・お問い合わせ先】

幸手市ファミリー・サポート・センター
（ウェルス幸手内） 平日９時～１７時

TEL・FAX 42- 8461（直通）

こども支援課 TEL 42-8454

ホームページにて申込用紙が

ダウンロードできます。

詳しい情報や会員さんの声もご覧になれます。

～遊･学･ふれあいで

幸手の子育てを

応援します～

①登録

③協力会員の紹介

②活動依頼

⑥活動終了

⑤援助活動開始

②活動打診

①登録・講習会の受講

依頼会員から協力会員

に料金を渡します。

依頼会員、子ども、協力会員、

アドバイザーが同席して、

安心して活動するための

詳しい打合わせをします。

④事前打ち合わせ

依頼会員の活動の流れ

子育ての手助けが必要な人

協力会員の活動の流れ

子育ての手助けができる人

ファミリー・サポート・センター の援助活動の流れ

③活動の了承

アドバイザーに

気軽に相談して

下さい。
①②を同時

にすること

が可能です

主な援助内容
＊保育施設までの子どもの送迎

＊保育施設の時間外や学校の放課後などの託児

＊保護者の外出、通院時などの託児

＊冠婚葬祭などの急な用事や上の子の参観日などの託児

（託児は原則として会員の自宅ですが、それ以外も可能です）

※ 対象年齢は生後3か月から小学校6年生までです

※ 病児、病後児の活動はできません

…など

仕事と家庭の両立、

子育ての大変なところ

の手助けをしています。

センターで

お待ちして

ます！


